計画認定及び交付決定の適正化について

１　背景
　グループ補助金の交付決定を受けた事業者の中には、この年度内に復旧事業が完了できないケースもみられますが、補助金は単年度で事業が完了することが原則です。
　適正な予算執行を図る観点から、新規の復興事業計画の認定及び交付決定について、より一層の適正化を行うことが求められています。

２　計画認定及び交付決定する案件について
　交付決定をする年度内に復旧事業が完了する施設・設備に係る申請案件のみ計画認定・交付決定を行い、土地の嵩上げ工事の終了年度がこの年度以降であることが判明しているなど、この年度中に復旧事業の完了が明らかに見込まれないものについては、計画認定のみ行い、交付決定を行いません。

３　対応
　「復興事業計画認定申請」に先立ち、あらかじめ「補助事業計画書」を提出いただき、グループ構成員すべての補助事業計画の内容（補助金の申請予定内容）や必要書類の準備状況等について、県が確認して事前調整します。グループ代表者においてはこれらの課題等を解決した後に提出期限までに「復興事業計画認定申請書」を提出していただきます。その後、計画が認定された場合には、県と十分に事前調整した上で補助金交付申請書を提出していただきます。その後、県の最終審査を経て、県から交付決定通知を発送します。
